
函館市監査公表第３１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基

づき，函館市町会連合会を対象として，財政援助団体等監査を実施した

ので，その結果を同条第９項の規定により，別紙のとおり公表する。

平成２５年１１月１３日

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修



平成２５年度 財政援助団体等監査結果報告書

１ 監査の対象団体

函館市町会連合会

２ 監査の対象

財政援助団体監査

平成２４年度において，函館市から函館市町会連合会に対して交付

された函館市町会連合会補助金に係る出納，その他これらに関連する

事務

３ 監査の期間

平成２５年９月４日から平成２５年１１月６日まで

４ 監査の方法

今回の監査は，上記補助金に関する出納および業務の執行状況等，

これらの事務が適正に執行されているかについて，当該団体および函

館市の関係書類について検査を行うとともに，関係職員から説明を聴

取した。

５ 監査の結果

財政援助団体監査の結果，対象となった事務は，おおむね適正に執

行されていたと認められたが，事務局職員の通勤手当の支給に関して，

函館市町会連合会就業規程の規定と異なる金額の支給があったことか

ら，当該監査対象団体の所管部局である市民部においては，速やかに

当該団体に対し規程の整備を行うなどの指導を行い，是正されたい。
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